
『平成21年版　図解 民法（親族・相続）』（平成21年 8 月刊）におきまして、一部誤
りがありました。
15ページ＜民法上の氏が異なる場合と呼称上の氏が異なる場合の図２＞の泫６行目
アンダーライン部分が抜けておりました。
訂正してお詫び申し上げますとともに、本書に併せてご使用いただきますようお願
い申し上げます。

財団法人　大蔵財務協会

【正誤表】

本文
15ページ
＜民法上の氏が異なる場合と呼称上の氏が異なる場合の図２＞の泫５、６行目

正

泫 　夫の氏は「××」、妻の婚姻前の氏が「○○」で、婚姻により「××」の氏を選択した後、夫
と妻が離婚した場合、妻の民法上の氏は「○○」となりますが、婚氏続称を届け出ると呼称上の
氏が「××」となります。
　 　このとき子及び連れ子が母の戸籍に入るためには、子は民法上の氏が異なるので、民法第791
条第１項による子の氏の変更の手続によりますが、連れ子は民法上の氏が同じであるので、子の
氏の変更によることはできず、「同籍する旨の入籍届」によることになります。

誤

泫 　夫の氏は「××」、妻の婚姻前の氏が「○○」で、婚姻により「××」の氏を選択した後、夫
と妻が離婚した場合、妻の民法上の氏は「○○」となりますが、婚氏続称を届け出ると呼称上の
氏が「××」となります。
　 　このとき子及び連れ子が母の戸籍に入るためには、子は民法上の氏が異なるので、民法第791
条第１項による子の氏の変更の手続によりますが、連れ子は民法上の氏が同じであるので、子の

泫 　夫の氏は「××」、妻の婚姻前の氏が「○○」で、婚姻により「××」の氏を選択した後、夫
と妻が離婚した場合、妻の民法上の氏は「○○」となりますが、婚氏続称を届け出ると呼称上の
氏が「××」となります。
　 　このとき子及び連れ子が母の戸籍に入るためには、子は民法上の氏が異なるので、民法第791
条第１項による子の氏の変更の手続によりますが、連れ子は民法上の氏が同じであるので、子の
氏の変更によることはできず、「同籍する旨の入籍届」によることになります。

※点線で切り取り、本書該当箇所に差し換えてお使い下さい。


